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第２章　他ドナー・国際機関の援助動向

２－１　援助調整の枠組み

　2000年 10月の政権交代によるユーゴースラヴィアの民主化への促進を受け、欧米諸国の経済

制裁は基本的に解除され、短期間のうちに国際通貨基金（IMF）、欧州復興開発銀行（EBRD）へ

の復帰や世界銀行への加盟など国際社会への復帰を果たした。2001年６月の支援国会合において

ユーゴースラヴィアは国際社会より総額12億8,000万ドルの支援を受けることとなり、そのうち

の約５～６％が保健セクターへ配当される予定になっている。セルビア共和国保健省では早々に

保健委員会を発足させ各々のニーズに応じた投資計画の枠組みを10月までに作成することとし、

同時にドナー側では世界保健機関（WHO）が中心となり９月中には初めてのドナー間調整会合を

開催する予定になっている。援助は始まったばかりであり、すべてが未決定というのが現状であ

る。

２－２　国際機関の協力実績・動向

　1991年に始まるユーゴースラヴィアの解体、内戦、国連による包括的制裁の下において、各国

際機関は人道的援助に基づいた難民･国内避難民（IDPs）への支援を中心とした援助活動を続け

てきた。

２－２－１　世界保健機関（WHO）

　1992より保健セクターに関連する国際的人道援助の調整機関としての役割を担い、北太平洋条

約機構（NATO）軍の空爆時もローカルスタッフだけによる緊急支援を続行した。1999年からは

保健省と人道援助団体との調整役とともに直接的な援助として医薬品（ワクチンや抗生剤及び検

査試薬）の供与、ポリオ根絶プログラム、結核対策プログラム等を実施している。過去において

はベオグラード近郊の 15 の病院に対し医療機材のスペアパーツの供与を行った実績もある。ま

た、WHO は最新保健医療情報の整備や保健・社会経済・栄養に関する世帯調査の強化にも力を

入れている。

２－２－２　欧州連合（EU）

　1991年より人道的支援プログラムを通じた医薬品供給を中心とした支援を継続している。2000

年の保健分野への援助額は 2,650 万ユーロである。援助内容は４主要疾患（喘息、糖尿病、循環

器疾患、ガン疾患）に対応する医薬品、消耗品、検査試薬等の供給と、薬事規制、品質管理、薬

剤の合理的な利用等に係る管理能力改善のための技術協力を実施している。
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２－２－３　国連児童基金（UNICEF）

　UNICEFはプライマリー・ヘルス分野を中心に医薬品・医療資機材の供与及び医療スタッフの

トレーニングを実施してきた。さらに、必須医薬品リストの作成、プライマリー・ヘルス・セン

ター（PHC）へのメディカルキット（必須医薬品と消耗品）配布、予防接種や母乳推進キャンペー

ン等の実施やヘルスワーカーへの技術トレーニングなど活動範囲も広い。今後もプライマリー・

レベルにおいて母子保健を主体としたプログラム（小児疾患対策、訪問看護、小児救急医療サー

ビス、予防接種拡大計画（EPI）、栄養教育等）を展開する予定である。

２－３　二国間ドナーの協力実績・動向

　国際社会の対ユーゴースラヴィア経済制裁の解除から間がないこともあり、現時点では二国間

の特定のプロジェクト、プログラムは確認できていない。

２－４　NGOの協力実績・動向

　現在セルビア共和国内（コソヴォを除く）で活動を続けている主な国際NGOは ICRC（国際赤

十字）、IRC（International Rescue Committee）、IMC（International Medical Corp）等があるが、

活動当初はコソヴォ紛争時の難民・IDPsへの緊急援助であった。現在も難民・IDPsを対象とした

プログラム（医薬品供与）を実施するとともに、ICRCでは社会福祉･家庭ケアプログラムや疾病

予防教育、IMCはコミュニティーヘルスプログラムや１次医療スタッフのトレーニング等プライ

マリー・ヘルス分野への支援活動を行っている。

　我が国のNGOとしては、現在 JENがベオグラードを拠点に「心のケア」と称するプログラム

のなかで難民・IDPsを対象にして心理学者及びソーシャルワーカーによるカウンセリングを全国

20か所で展開している。

２－５　我が国の協力実績・動向

　1998年度からユーゴースラヴィアに対する草の根無償資金援助が開始され、コソヴォを除くセ

ルビア共和国に対しては保健分野において1999年、2000年に８件のプロジェクトが実施された。

　今次調査においてノヴィ・サド小児病院を視察した際、2000年に我が国より供与された超音波

診断装置が丁寧に使用され小児疾患の診断はもとより妊婦検診等にも幅広く利用されており、母

子保健サービスに大いに貢献していることを確認した。
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年　度 案　　　件 援助額

1999
ベオグラード　 リハビリテーションセンターへの医療機材供与 9,720,000円

クルシャムリヤ　ヘルス・センターへの医療機材供与 3,534,000円

ミロスラヴ・ゾトヴィッチ診療所への医療機材供与 81,000ドル

クルシャムリヤ　ヘルス・センターへの超音波診断装置供与 29,447ドル

2000
セルビア　クリニカル・センターへの医療機材供与及び空調設備供与 26,890ドル

ノヴィ・サド小児病院への医療機材供与 81,958ドル

トウーティン市ヘルス・センターへの超音波診断装置・Ｘ線装置供与 41,270ドル

ベオグラード市救急医療センターへの救急車供与 102,065ドル

表２－１　草の根無償資金協力実績
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第３章　課　題

３－１　行政・財政制度

３－１－１　 行　政

　新政権発足後、各共和国の保健省は現在組織改革も含む再編プログラムや保健戦略の具体的内

容の策定に取り組んでいる。セルビア共和国においては保健委員会（Health Care Committee）が

組織された。しかし、世界銀行等の国際機関は保健省をはじめ医療保険基金、公衆衛生局などの

主要な保健関連機関の行政能力を必ずしも高く評価していない。人的な能力不足と政策決定に必

要な正確な必須データの不足を指摘している。各機関の能力強化のためには、まず再編の過程に

おいて各々の役割と責任を明確に定義することが必要であるとし、ドナーによる能力開発のため

のトレーニングを含む技術協力が必要であるとしている。また、他国と同様に保健政策や戦略の

導入に際し意見の一致をみるのは非常に困難なことであり、その際に正確な情報・データは政策

決定・戦略策定の前提要件であるが信頼できるデータは少ない。彼ら自身が全国的な保健政策の

展開をめざしたデータを収集する過程において問題を認識し新しい保健情報システムの設計を始

めることを期待する。

３－１－２　財政制度

　保健財政の安定は優先的に取り組むべき課題の１つである。総人口の30％を占める賃金労働者

が医療保険基金の歳入の 80％前後にあたる金額を拠出していることで労働者に過大な負担を与

え、非正規雇用の増大、適正賃金の未払いや正規雇用の拡大を妨げている。また、病気休暇の給

付金を受け続けながら正規雇用ではない職につくなどの不正行為も横行している。

　セルビア共和国では 2001 年度７月から新たな診療費の自己負担金制度を導入した。１回の診

療につき 20ディナール、１回の処方につき20ディナールを徴収するとしているが、子供や老人

の免除者を考慮すると実際には全体の約30％程度の人々が対象となる。この制度は数年前にも導

入されたがうまく機能しなかった経緯があり、今回も各医療施設の聞き取り調査では「診療費は

無料」としており、この新制度が実際に展開されているかどうかは極めて不透明である。

　世界銀行の経済復興プログラム（ERTP）に基づき、セルビア共和国医療保険基金では以下のよ

うな戦略をあげた。

①人件費の削減

　現在支出額の約70％を占めている人件費の削減策として、５年間に医療機関の職員を30％

削減する。

②新たな医薬品調達・管理による支出削減を実施する。

・医薬品の価格を 15％引き上げる。
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・医薬品の価格に 20％の税金を課す。

・400 種以上ある必須医薬品の数を 150 種類までに減らす。リスト作成中。

・医薬品の情報管理システムを強化する。

③病気休暇による傷病手当額を削減する。

３－２　施設・設備

　全般的に医療機関の建物は古く、設備の更新もほとんど行われていない状態である。特に1991

年以降は新規に着工した建物はなく、それ以前に着工した建物でも設備や内装を残して完成した

状態で工事が停止しており、結果として建物は使用されていない。

　これは、約11年前のユーゴースラヴィア連邦の崩壊とそれに続く内戦などによる経済混乱に起

因するものであり、保健省の予算では工事再開の可能性は極めて低い。

　しかし、ナロードニ・フロント産婦人科病院のように病院独自の創意工夫で国家予算以外から

収入を得る努力をしている医療機関は、設備補修工事などを実施している例があるので、今後は

病院トップの経営能力によって差が出てくると予想される。

　当国の４大都市に位置する地域中核医療機関であるクリニカル・センター（CC）の現状と課題

を以下に述べる。

３－２－１　ノヴィ・サド CC　

・建　物 ：90 年以上の古い歴史をもつ医療機関であることから、施設の建物は逐次追加建設

されてきた経緯があり、病院機能を基本にした配置とはなっていない。このため、

各科ごとに建物が分散しており、血液検査室が各科に付属して配置されている。

医療機関側は、効率的な運営と患者へのサービス改善を目標として、手術室はまと

めて配置するなどの努力をしている。

また、救急患者のスムースな受入れ、診断検査、処置などを目的とした「救命救急

センタービル」を計画し建築を開始したが、予算上の問題で中断している。

・設　備 ：笑気ガスを除く医療ガス（酸素、圧搾空気、吸引）はセントラル供給方式で配管さ

れており特に問題はない。

電力（220V、50Hz）は停電が１回／月、30 分程度あるとしているが、自家発電装

置が設備されており大きな問題とはなっていない。

電圧変動幅は、± 10％となっている。

水は水道局からの供給で、硬水の範囲、水質と水圧は良。

空調設備は古い建物が多いため、一部を除いて個別対応型である。
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　３－２－２　セルビアCC　

・建　物 ：35 万 m2 の敷地に点在する 49 の建物で構成されており、各建物は 14 ～ 80 年前に

作られている。

診療科目は 22 あり、消化器外科、心臓血管科、産婦人科などの病院が集合して当

センターを形成している。

各施設は順次建てられた経緯があり、機能的に配置されているわけではないので、

臨床検査室や手術室などは各科に分散している。

しかし、病理検査室はセンター全体の検体を対象にしており中央化されている。

病院機能の効率化を目的として新ビル建築に着手し、第１期工事は完了して、外来

患者用診断センターとして利用している。

第２期工事は財政的な問題で未完成であるが、中央手術部、ICU（集中治療室）、

中央検査室、救急センターなどの部署を合理的に配置する計画となっている。

・設　備 ：視察した消化器外科の例では、医療ガスはセントラル供給方式で配管されており特

に問題はない。

電力（220V、50Hz）は病院で通常必要とするのに十分な容量が確保されており、

自家発電装置も７基設備されている。

停電はほとんどない状態で、電圧変動幅も許容範囲である。

水はベオグラード水道局からの供給で軟水、水圧も3.5kg/cm2以上あり特に問題は

ない。

空調設備は古い建物が多いため、一部を除いて個別対応型である。

３－２－３　クラグエヴァッツ CHC　

・建　物 ：敷地中心部にある本館を中心に建物があり、外来患者受付、救急患者受付などが分

かりやすくなっている。

約40年前後経過した建物は、渡り廊下で結ばれており患者やスタッフの移動に配

慮されている。

他のCCと比較して規模が小さいこともあるが、機能的な配置になっており、Ｘ線

診断室、超音波診断室などの診断部がまとまって配置され、臨床検査は中央検査室

方式となっている。

・設　備 ：手術室の医療ガスは、笑気ガスを除いてセントラル供給方式で配管されている。

電力容量（220V、50Hz）は病院の消費電力量と比較して特に問題なく、自家発電

装置も設備されている。

停電はほとんどない状態で、電圧変動幅も±５％程度と安定している。
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水は水道局からの供給で、軟水の範囲であり、水質も問題ない。

　３－２－４　ニーシュCC　

・建　物 ：25 以上の建物が広い敷地の中に分散しており、機能的な配置になっていないこと

と建物間の渡り廊下が完備されていないので、患者や病院スタッフが診療科を移動

するときに不便な状態になっている。

緊急検査室と細菌検査室は当センター全体の検体を対象とする中央方式であるが、

他の臨床検査室は数か所に分散して各科だけの検体を測定しているので非効率な状

況といえる。

また、救命救急センターがないため、救急患者のスムーズな受入体制が確立されて

おらず、この問題解決のため病院側は「救命救急センター」の新設を計画し、建物

は 10 年前に内装を残して完成している。

しかし、財政的な問題から工事を継続することができず、外観的には完成している

この建物は放置された状態となっている。

・設　備 ：視察した一般外科用手術室では、医療ガスは笑気ガスを除きセントラル供給方式の

配管が設備されている。

電力（220V、50Hz）は病院で通常必要とする電力量は確保されているが、電圧変

動幅が－ 10％～＋ 15％もあり不安定な状態である。　　

自家発電装置は外科ビル用に設置されており、非常時に必要な容量（180 KVA）は

確保されている。

水はニーシュ市の水道を利用、硬水の範囲に入るが、水圧は4.0kg/cm2以上あり特

に問題はない。

空調設備は古い建物が多いため、一部を除いて個別対応型である。

３－３　保健医療サービス

３－３－１　医療施設の整理統合

　保健省は現存するシステムの非効率、過度の専門化等の問題を認識しており、保健医療サービ

ス網の改善と合理化プログラムを作成するためのアセスメントを実施しようとしている。合理化

を図るためには、管理体系はもとより施設の整理統合や人事面をも視野に入れたものとなること

が推測される。現時点においては具体的な統合・閉鎖の対象施設の決定はされていないが、それ

に伴い人員の増減や適材適所への人材配置も十分考慮されなければならない。財政面を考慮して

もシステムの合理化／再建計画の作成及び実施は優先されるべき課題である。
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３－３－２　レファラル体制の確立

　現在のユーゴースラヴィアの保健医療サービスは必ずしも明白なレファラル体制が確立してい

るわけではない。トップレファラルであるセルビアCCにおいても、ベオグラード市民の50％を

カバーする２次医療施設としても機能しているのが現状である。市民の中にも「大病院志向」が

根強く残っており、年間の外来患者約 75 万人にものぼる。そのために待ち時間の延長、治療の

遅れや長期化という結果を招く要因ともなり得る。同時に１次医療施設のサービスの貧弱さが患

者の足を遠ざけている１つの原因とも考えられる。プライマリー・ヘルス・センター（PHC）の

機能として一般診療、母子保健サービス及び臨床検査を実施すると定義されているが、それらを

十分満たす設備、機材が整備されているとはいい難い状況である。各医療レベルの機能に見合っ

たサービスを提供するための施設・機材の充実が急務である。

３－３－３　救急医療サービスの改善

　救急医療部門においては迅速かつ的確な診断・治療が要求される。しかしながら、現状におい

ては診断や治療機材の不足により対応が遅れることがあり、多くの医療施設においても「救急医

療」は優先的に改善すべき問題であるとしている。対応の遅れは治療期間を長引かせたり、場合

によっては致命的な問題を引き起こす。また、現在、救急車は患者を移送する手段にしかなって

いない。発症直後の初期の対応が予後を左右する場合もあることから、救急車内の設備の充実は

不可欠である。

３－３－４　施設内の連携体制の改善

　特に、過度に専門化された３次医療施設においては、各診療科が独立し病棟や検査室を有して

いることが多く、患者を総合的に診断・治療することが困難で数少ない医療機材を共有して使用

できず、極めて非効率である。機能的、効率的な病院運営をするためにも病院全体のシステムの

改革は必要である。

　

３－３－５　医療機材の整備

　過去 10 年間の経済制裁の下では医療機材への投資は全く行われず、保健省と世界保健機関

（WHO）の調査によると、現存機材の３分の１は機能しておらず更新を必要としている。今次調

査においても医療レベルにかかわらず視察した全施設において医療機材の老朽化と数量不足は確

認された。度重なる機材の故障や修理、数の不足は非効率であり、それによる診断･治療の長期

化、待ち時間の長さは患者の負担も大きい。特に診断のための超音波検査や内視鏡検査の予約が

数か月待ちということも珍しいことではなく、そのために手遅れになる患者がいることも推測さ

れる。
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３－３－６　施設内の衛生管理の徹底

　施設によっては、本来病院として徹底すべき衛生管理においての不安が残る。例えば手術室で

の清潔・不潔区分や汚物の処理方法などに問題があるにもかかわらず、彼らは全く問題として認

識していない。院内感染防止の面からも衛生管理は徹底することが必要である。

３－４　疾病対策

　ユーゴースラヴィアにおいては循環器疾患、ガン疾患が死亡原因の７割以上を占めている。特

に脳卒中や虚血性心疾患に対しては発症直後の対応が予後を左右することも多く、急性期の積極

的な治療を行う医療施設の充実と、その後の後遺症や障害が生じた場合のリハビリテーションま

での総合的な対策が必要である。また、これらの疾患は２次予防といわれる早期発見・早期治療

が重視されるとともに、これらの成人病の発症や進行には個人の生活習慣が深く関与しているこ

とが明らかになり、近年先進国は健康を増進し発症を予防する１次予防対策を推進するように

なった。ユーゴースラヴィアにおいても今後は以下のような対策が望まれる。

・医療施設の診断・治療機材を整備し、早期発見・早期治療を可能にする。

・特に発症直後の的確な対応を行うため、蘇生も含む救急医療体制を確立する。

・危険因子を回避するため生活習慣改善のための対策（喫煙、飲酒、食品等）を立案しキャン

ペーン等による住民への教育を実施する。
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第４章　我が国に対する要請　

　我が国に対する要請は、１次医療機関である保健所レベルから３次医療機関に至るまで多くの

病院から提出されており、その要請内容は、通常の医療機材、磁気共鳴診断装置（MRI）やリニ

アアクセラレーターなどの高度医療機材、救急車、建物工事など多岐にわたっている。

　医療機関ごとの要請内容例の概要を以下に述べる。

４－１　ニーシュCC（２次、３次医療）

血液検査室 ：生化学自動分析装置、血糖測定装置、クレアチニン分析計、顕微鏡、高速液体ク

ロマトグラフ、血球計数装置、ELISA 装置、血液ガス分析装置など

細菌検査室 ：遠心分離機、蛍光顕微鏡、培養装置、蒸留水製造装置、冷蔵庫、ピックアップト

ラック、恒温槽、オートクレーブ、ブンゼンバーナーなど

腫　瘍　科 ：リニアアクセラレーター、コバルト放射線照射装置、マンモグラフィ、超音波診

断装置、上部及び下部消化管用ファイバースコープなど

小　児　科 ：人工呼吸器、患者モニター、カラードプラー型超音波診断装置、人工血液透析装

置、ホルター心電計、保育器、床掃除装置、新生児用除細動器、パルスオキ

シメーター、空調機など

放射線科　 ：Ｘ線診断装置、カラードプラー超音波診断装置、自動現像装置、マンモグラフィ、

コンピューターなど

消化器科　 ：上部消化管用ファイバースコープ（ビデオ付）、下部消化管用ファイバースコープ

（ビデオ付）、直腸鏡、アルゴンガスレーザー、手術用顕微鏡、集中治療室（ICU）

ベッド、吸引器、移動型Ｘ線診断装置など

循環器科　 ：心電計、除細動器、エルゴメーター、ホルター型心電計、人工呼吸器、イン

フュージョンポンプ、カラードプラー型超音波診断装置など

　以上のほかに、婦人科、内分泌科など16の診療科より合計300項目以上の機材要請があり、病

院で使用するほとんどすべての機材が含まれている。

４－２　クラリエヴォHC（１次、２次医療）

外　科 ：麻酔装置、人工呼吸器、除細動器、患者モニター、ラリンゴスコープなど

手　術　室 ：上部消化管用ファイバースコープ、下部消化管用ファイバースコープ、

ファイバー用ビデオシステム、患者モニター、吸引装置、手術室用照明、Ｘ線診

断装置、コンピューター、超音波診断装置など

透　析　室 ：人工血液透析装置、透析用ベッド、心電計、滅菌器、除細動器、調理器、吸引装
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置、コンピューターなど　　　　

　産婦人科 ：コルポスコープ、超音波診断装置、婦人科診察台、乾熱滅菌器、吸引装置、分娩

監視装置、産婦人科用各種診察器具、インフュージョンポンプなど

　このほかに、新生児科、心臓科、病理学科などから180項目以上の機材を含む要請が出されて

いる。

４－３　Ambulance  Zemun（１次医療）

　ベオグラードに隣接する地域の医療施設であり、救急車を含む１次医療に必要な機材（心電計

など）が要請の中心になっている。

　ユーゴースラヴィアからの主な要請案件内容例を表４－１に示す。
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　これらの要請案件のなかで、セルビア共和国保健省による優先順位は、

① No.12  Improvement of Medical Diagnostic Equipment for Clinical Center Serbia

② No.11  Improvement of Medical Equipment for Clinical Center Nis

の順としており、第１順位のセルビアCCは同国トップの医療機関であること、第２順位のニー

シュCCは同国２番目の都市ニーシュにある地域中核病院であり診療圏人口が多いことを理由に

している。

概算金額（円）

7,500,000

350,000,000

684,000,000

780,000,000

174,000,000

4,700,000

30,000,000

6,000,000

300,000,000

2,400,000,000

886,000,000

980,000,000

場　所

ゼムン

クラグエヴァッツ

クラリエヴォ

ベオグラード

Pozarevac

Boljevac

Zagubica

Novi Knezevac

 ベオグラード

ベオグラード

ニーシュ

ベオグラード

要請案件名

Ambulance  Zemun

Medical Equipment for
Clinical Hospital Center
Kragujevac

Equipment for the Medical
Center Studenica Kralievo

Reinforcement of Mother
And Child Health Care

Equipment for Gynecology
And Maternity in General
Hospital Dr Voja Dulic

For Emergency Medical
Service

Equipment for The Home
Of  Zagubica

Equipment for the Women
Health Protection Service
With Neonate

University Children's Hospital

Upgrading and Renewing

Of Existing Medical Facility

Improvement of Medical
Equipment for Clinical
Center Nis

Improvement of Medical
Diagnostic Equipment
For Clinical Center Serbia

表４－１　我が国への主な要請案件　

No

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

概略要請内容

１次医療機関に対する救
急車を中心とした機材

２次～３次医療機関への

医療機材

１次～２次医療機関に対
する医療機材

２次～３次医療機関への
医療機材

１次～２次医療機関への

医療機材

地方の１次医療機関への
救急車、医療機材

地方の１次医療機関への
医療機材

地方の１次医療機関に対

する医療機材

２次～３次医療機関への
医療機材

２次～３次医療機関の建
物改修工事

２次～３次医療機関への

医療機材

２次～３次医療機関への

医療機材
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第５章　我が国の協力の方向性・可能性

５－１　我が国の協力の基本的方向性

５－１－１　全　体

　2001年５月の基本情報収集プロジェクト形成調査の結果、１次、２次、３次医療施設のすべて

において施設のリハビリ、医療機材、医薬品等のいずれにおいても非常に高いニーズがあること

が判明し、日本としても重点的に協力していくべき分野であることが確認された。今次調査にお

いてもユーゴースラヴィア側より要請のあった医療施設の視察では、いずれも過去 10 年間の経

済制裁及び市場経済化への移行による影響を受け、施設・医療機材の老朽化と医薬品・消耗品の

不足により医療サービスに支障を来していることを確認した。にもかかわらず、それぞれが老朽

化した施設や機材を修理し現存のものを最大限に活用しながら診療を行おうとする姿勢がうかが

え、数十年前の旧式の機材を補修しながら丁寧に使用しているものもあり、機材の維持管理能力

は有していると判断された。セルビア共和国の保健医療分野再建プログラムにおいても、緊急支

援の必要性として医薬品・消耗品供給と医療機材の供給を最優先事項としている。

　医薬品･消耗品供与については人道援助に基づき既に欧州連合（EU）や国連児童基金

（UNICEF）等の国際機関による援助が進んでいるが、医療機材供与についてはいまだ具体的なプ

ログラムは確認できていない。二国間援助も始まったばかりであり、我が国がいち早く援助を実

施することによるインパクトも大いに期待できる。限られた予算枠において裨益効果が高く、足

が速く、かつ目に見える形での支援をするためには、高いニーズのなかにおいても更に緊急度の

高い医療機関及び医療機材に絞り込んだ案件を検討する必要がある。

　１次医療については、機材に限らず包括的支援と長期的視野に立った支援が必要であり、

UNICEF をはじめ各 NGO 等が既にプライマリー・ヘルス・ケア（PHC）プログラムを展開して

いること、また、３次医療においては専門的な高度医療サービスによる裨益人口が少ないことや

機材の各々が高価であるとともに維持管理費、先方の技術的レベルへの不安などから、今次調査

では裨益効果を大いに期待できる２次医療を焦点にした支援を検討することとした。今次プロ

ジェクト形成調査の結果、以下のものが、我が国が無償資金協力として検討できる案件として示

された。

① セルビア CC への診断用機材・救急医療機材供与

② ノヴィ・サド CC への診断用機材・救急医療機材供与

③ クラグエヴァッツ CHC への診断用機材・救急医療機材供与

④ ニーシュ CC への診断用機材・救急医療機材供与
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５－１－２　支援対象とすべき医療機関

　セルビア共和国にはセルビアCCを頂点にして各地域の拠点となる４つの基幹病院がある。ベ

オグラードにある最大規模のセルビアCC、北部のノヴィ・サドCC、南西部のクラグエヴァッツ

CHC、南部のニーシュCCである。これらは各地域のトップレファラルであるとともに２次医療

施設として地域住民への医療サービスも広く提供しており、カバー人口も１施設当たり200万～

300 万人と裨益効果が高いうえに、これらの４施設は医学部を併設し教育・研修機関としての役

割も担っていることから、医療機材供与による医療従事者や医学生の技術的なレベルアップも大

いに期待できる。

　保健省からは、なかでもセルビアCC及びニーシュCCへの支援を優先してほしい旨要望があっ

た。しかし、我が国は上記の４基幹病院が実質上セルビア共和国内の全地域をカバーしており、

これらの医療機関に対する支援によってセルビア共和国全体の医療サービスの質の改善に寄与す

ることや、複雑な民族問題を抱えるユーゴースラヴィアにおいては特定の地域に偏った支援では

なく地域バランスを考慮に入れることが大切であることにかんがみ、予算的制約はあるものの上

記４つの基幹病院にそれぞれバランス良く支援していくことが重要であると考える。ただし、セ

ルビアCCについては文字どおりユーゴースラヴィアの医療機関の頂点に立ち全国をカバーして

いることから、支援の検討においても特定の地域を管轄している他の３病院とは別格に扱う必要

がある。もちろんこれら以外の専門病院やヘルス・センター（HC）においても援助ニーズは高い

ものもあるが、上記理由により４基幹病院に対する支援を優先することとした。

セルビア ニーシュ ノヴィ・サド クラグエヴァッツ
CC CC CC CHC

対象地域 セルビア全土 南部及び南東セルビア、 セルビア北部 南西セルビア、コソヴォ、
（主にベオグラード市周辺） コソヴォ （ヴォイヴォディナ州） モンテネグロ

裨益人口 約400万人 約270万人 約220万人 約200万人

全病床数 3,456床 1,532床 1,330床 1,213床

年間外来患者数（2000年） 約75万人 25万人 約22万人 約37.6万人

年間入院患者数（2000年） 81,235人 45,963人 26,636人 36,367人

年間手術件数（2000年） 14,892件 15,000件 12,295件 6,122件

年間分娩数（2000年） 6,235件 3,130件 5,391件 2,238件

平均病床利用率（2000年） 80％ 75％ 65％ 81％

平均入院日数（2000年） 12.4日 9.2日 9.2日 8.5日

医師数 1,108人 753人 499人 337人

パラメディカルスタッフ数 3,100人 1,786人 1,260人 1,000人

総職員数 6,485人 2,833人 2,536人 1,900人

表５－１　４基幹病院の概況
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５－２　形成案件の概要　

　案件形成にあたり、先に選定された４か所のCCに対して優先して支援すべき医療機材の種類

を診断用機材及び救急医療用機材に絞ったが、その理由は以下のとおりである。

　診断用医療機材とは、Ｘ線診断装置、超音波診断装置、各種内視鏡、検査室用機材になるが、

視察を行ったほとんどの医療機関で絶対数の不足と老朽化のために、迅速かつ正確な診断ができ

ていないからである。医療機関によっては、患者がこうした診断を受けるのに数か月待ちの状態

にある例も散見されるなど、事態は極めて深刻である。また、検査室で行われる様々な検査（血

液、尿、体液など）は的確な診断をするために不可欠な情報といえるが、老朽化した機材による

測定は迅速性と正確度に疑問があり診療に支障を来す憂いがある。診断の遅れが不必要な入院日

数の延長や病状の悪化、手遅れ、医療費の増加といった悪循環を引き起こしている。このような

診断用機材は病院本来の機能を果たすために優先されるべきと判断され、診断用医療機材の更新

と充実により医療サービスの改善と現状の問題解決に寄与できると確信する。　　

　次に救急医療用機材であるが、具体的には手術室用機材及び集中治療室（ICU）用機材となる。

的確な診断がなされたとしても、次いで適切な治療が施されなければ、患者の病状は改善しない

ので、診断用機材だけでなく、治療に必要な機材の整備も不可欠である。なかでも救急時の対応

はその後の患者の病状を左右することが多く、全年齢層に及ぶ患者の中に同国の将来を担う若者

も多く含まれることから、救急医療の改善の必要性は先方政府も十分認識している。しかし、視

察したどの医療機関においても、ICUは集中的治療を行うには、あまりにも基本的な医療機材が

不足状態にあり、また、使用している機材は長年の使用によりかなり劣化している。特に患者モ

ニター、輸液ポンプ、人工呼吸器、吸引器などの基本的機材を早急に整備する必要を痛感した。

また、手術室については、基本的機材である手術台、麻酔装置などの老朽化が著しく患者や術者

に大きな負担を与えている。例えば、手術台は本来手術方法や術者によって高さや傾斜などが調

整可能であるが、破損により調整ができないものが多い。手術台、麻酔器をはじめとする基本的

機材や患者モニター、電気メス、吸引器などの機材整備が不可欠であると考える。

　また、機材設置の条件として、特別な設置工事を必要とせず容易に機材据え付けができ、早急

に医療サービスに利用できる機材を念頭において選定した。

　次にCCごとに、先方の要求する医療機材を検討材料に、前述した今次プロジェクト形成調査

の結果と方針を基本条件として案件形成を行った。各CCごとに個別交渉を実施したが、交渉前

に以下の事項の確認を必ず行った。

・この調査はプロジェクト形成調査なので、プロジェクトが実施に進むか否かは、この時点では

コメントできない。

・作成する機材リストは、今次調査団の調査結果と案件形成方針に合致させる必要がある。

・機材リストはプロジェクトが実施になった場合でも「固定されたものではなく、相互に変更・
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訂正することができる」、また、機材リスト内容を日本側が保証するものではない。

５－２－１　ノヴィ・サド CC

　公式要請書を、調査団が現地滞在中に受け取ることができなかったが、当センターから直接に

必要とされる機材リストを受け取った。

　この機材リストでは、MRI（磁気共鳴診断装置）、Ｘ線CT（コンピューター断層撮影）装置、

ガンマカメラなどの高度医療機材を含む 61 種の機材が要請されていた。

　今回のプロジェクト形成調査では３次医療を目的とした「高度医療機材」を含めることは、調

査団の基本方針に合致しないことを説明し、２次医療に必要とされる使用頻度の高い、一般的な

医療機材が中心となるように先方と検討協議し、改定機材リストを作成した。

　病院側の担当者（病院長Prof. Zoran  Stosic）と協議を行い、先方から修正して再提出された機

材リストは調査団方針と合致していたので、それを報告書用とした。

　外科、内科、放射線診断科、検査室で使用する機材が要請されている。LIST５－２－１を参照。

　　・機材の概算予算（定価ベース）：３億 5,133 万 9,000 円
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５－２－２　セルビア CC

　公式ルートを通じて要請書が提出されており、保健省の優先順位が第１位に位置づけられてい

る医療機関である。

　機材リストの内容は、３次医療用とされる機材は含まれず、一般的な診断用機材（Ｘ線診断装

置、内視鏡、超音波診断装置、生化学自動分析装置など）である。

　当調査団の基本方針による援助対象医療機材は、診断用医療機材とともに救急治療用機材とし

て手術室とICUで使用される機材を含む方針であることから、再度、検討協議を行い機材リスト

の改定を行った。

　病院側の調査団担当者（Dr. Ivan M. Jekic）と数回にわたり協議を行い、前述した調査団の方

針を加味して機材リストが作成された。

　救急センター、消化器外科、参婦人科、心臓血管外科などで使用する機材が要請されている。

LIST ５－２－２を参照。

・機材の概算予算（定価ベース）：７億 2,605 万 5,000 円
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５－２－３　クラグエヴァッツ CHC

　調査団が現地滞在中に公式ルートを通じて要請書が提出された医療機関である。要請書に添付

された医療機材リストには、リニアアクセラレーター、医療ガスの集中配管工事、デジタルアン

ギオグラフなどの高度医療機材や施設改修費が含まれていた。

　今回のプロジェクト形成調査では、このような３次医療用機材や施設改修費は援助対象に含ま

れないことを説明し、医療機材リストの再検討を行った。

　病院長（Dr. Branko Ristic）及び副院長を含む数名の医師と協議を行い、前述した調査団の方

針に沿った改定機材リストが作成された。

　麻酔科、救急部、放射線科、小児科、臨床検査室、産婦人科、循環器科などで使用する機材が

要請されている。LIST ５－２－３を参照。

・ 機材の概算予算（定価ベース）：２億 4,403 万 0,000 円
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５－２－４　ニーシュ CC

　保健省が援助要請順位第２位としている医療機関で、公式ルートで要請書が提出されている。

要請書に添付された機材リストでは、16部門から大小様々な医療機材300項目以上がリストアッ

プされていた。そのなかには救急車、ジープ、リニアアクセラレーター、コバルト放射線照射装

置などの無償援助不適格装置も含まれていたため、今次調査団のプロジェクト形成基本方針を説

明し、診断用機材及び救急医療用機材を中心とする２次医療サービスのための医療機材となるよ

う再検討を行った。

　院長（Dr. Miroslav Jeremic）及び援助窓口担当者（Dr. Radivoj Kocic）を含む数名の医師と協

議を行い、高度医療機材などの３次医療用の機材類を除外し、他のCCとのバランスなどを考慮

して修正機材リストを作成した。

　この機材リストでは検査室、心臓科、婦人科、消化器科、外科、放射線科、小児科などで使用

される機材が要請されている。LIST ５－２－４を参照。

　・機材の概算予算（定価ベース）：３億 5,305 万 6,000 円

　　医療機材の合計概算金額

・ノヴィ・サド CC　　　 ：３億 5,133 万 9,000 円

・セルビア CC　　　　　 ：７億 2,605 万 5,000 円

・クラグエヴァッツ CHC ：２億 4,403 万 0,000 円

・ニーシュ CC　　　　　 ：３億 5,305 万 6,000 円

　　　　　合　計 ：16 億 7,448 万 0,000 円
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５－３　その他の協力の可能性

５－３－１　研修員受入れ

　医療機関の管理者向けの研修を通して日本における運営管理の方法を学び、管理能力の向上を

図る。

５－３－２　専門家派遣

　以下のような専門家の派遣が検討できる。

・看護師又は保健師を派遣し、院内の感染予防対策の指導及び救急室や手術室等での実技指導

を行う。

・医師を派遣し、内視鏡検査等の専門分野での技術指導を行う。

・医療機材保守管理の専門家を派遣し、効率的な医療機器のメンテナンスについての指導を行

う。

５－４　援助実施上の留意点　

　留意点として以下の事項がある。

・医療機材の保守管理 ：納入後の機材の技術サービス、消耗品類のスムーズな供給を確実なも

のとするため、なるべくユーゴースラヴィア国内（又は近隣諸国）に

エージェントのあるメーカー製品とする。　　　　　　　　　　

・同じメーカーの製品 ：アフターサービスの観点から、ある医療機関に設置される医療機材が

複数台あり、仕様的にも同一である場合、同じメーカーの製品にする。

・機材設置先の確認 ：各機材ごとの設置先場所と担当者確認を計画段階で必ず行う。

これにより、今後の機材使用状況、モニターなどをスムーズに行うこ

とができる。

・電力事情 ：ニーシュCCは電圧変動幅が大きいので、機材保護の方策を実施する

必要がある。

・病院管理 ：病院の清潔保持、医療機材管理などの面で問題を感じる医療機関

（ニーシュCC）があるので、この分野での協力の可能性を検討する。

・消耗品の付属量 ：各医療機関とも財政的に厳しい状況なので、消耗品やスペアパーツな

どの付属量をなるべく多めにする。




	医療保健分野
	第２章　他ドナー・国際機関の援助動向
	２－１ 援助調整の枠組み
	２－２ 国際機関の協力実績・動向
	２－２－１ 世界保健機関（WHO）
	２－２－２ 欧州連合（EU）
	２－２－３ 国連児童基金（UNICEF）

	２－３ 二国間ドナーの協力実績・動向
	２－４ NGOの協力実績・動向
	２－５ 我が国の協力実績・動向

	第３章　課　題
	３－１ 行政・財政制度
	３－１－１ 行 政
	３－１－２ 財政制度

	３－２ 施設・設備
	３－２－１ ノヴィ・サドCC
	３－２－２ セルビアCC
	３－２－３ クラグエヴァッツCHC
	３－２－４ ニーシュCC

	３－３ 保健医療サービス
	３－３－１ 医療施設の整理統合
	３－３－２ レファラル体制の確立
	３－３－３ 救急医療サービスの改善
	３－３－４ 施設内の連携体制の改善
	３－３－５ 医療機材の整備
	３－３－６ 施設内の衛生管理の徹底

	３－４ 疾病対策

	第４章　我が国に対する要請
	４－１ ニーシュCC（２次、３次医療）
	４－２ クラリエヴォHC（１次、２次医療）
	４－３ Ambulance Zemun（１次医療）

	第５章　我が国の協力の方向性・可能性
	５－１ 我が国の協力の基本的方向性
	５－１－１ 全 体
	５－１－２ 支援対象とすべき医療機関

	５－２ 形成案件の概要
	５－２－１ ノヴィ・サドCC
	５－２－２ セルビアCC
	５－２－３ クラグエヴァッツCHC
	５－２－４ ニーシュCC

	５－３ その他の協力の可能性
	５－３－１ 研修員受入れ
	５－３－２ 専門家派遣

	５－４ 援助実施上の留意点



